
農林水産省の全補助事業に対する環境配慮のチェック・要件化（愛称:みどりチェック）の導入について

どうして農林水産業で環境負荷低減に取り組まなければならないの?

農林水産業は環境の影響を受けやすいことに加え、農林水産業自体が環境に負荷を
与えている側面もあります。

このため、日頃の事業活動の中で新たな環境への負荷が生じないよう、７つの基本
的な取組を実践することが重要です。

「みどりチェック」に取り組むことで、皆様が日頃から環境にやさしい取組を実践
されていることを明らかにし、消費者の理解と評価を深めることにもつながります。

適正な施肥

N P K

適正な防除 エネルギーの節減 悪臭・害虫の
発生防止

廃棄物の発生抑制
循環利用・適正処分

生物多様性への
悪影響の防止

環境関係法令
の遵守
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法律を
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「みどりチェック」の７つの基本的な取組とポイント

例えば…

農林水産省の全ての補助事業等に対し、最低限行うべき環境負荷低減の取組の実践を義務化する「みどりチェック」を、
令和９年度を目標に本格実施することとし、令和６年度から試行実施を行っています。

「みどりチェック」は誰もが取り組める環境負荷低減への「初めの一歩」です。

「みどりチェック」の
詳しい内容はこちらから!
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「みどりチェック」の実施方法（イメージ）

報告時
（しました）

（１）適正な施肥
申請時
（します）

□肥料を適正に保管□

□
肥料の使用状況等の記録・保存に
努める□

□
作物特性やデータに基づく施肥設
計を検討□

□
有機物の適正な施用による土づく
りを検討□

報告時
（しました）

（１）適正な施肥
申請時
（します）

□肥料を適正に保管□

□
肥料の使用状況等の記録・保存に
努める□

□
作物特性やデータに基づく施肥設
計を検討□

□
有機物の適正な施用による土づく
りを検討□

〇 チェックシートを用いて、①事業申請時に取り組む内容をチェックして提出、②事業報告時に実際に取り組んだ内容をチェックして提出、
③報告検査時等に抽出方式で報告内容の確認を行う。

〇 令和６年度から①事業申請時のチェックシート提出に限定して試行的に実施。令和７年度からは①に加え、②報告時のチェック
シート提出、③報告内容の確認を試行的に実施。令和９年度を目標に本格実施。

①事業申請時（申請書等※の一部として提出） ②報告時（報告書等の一部として提出） ③報告内容の確認

事業申請時に、各項目を読み、
事業期間中に取り組む（します）内容
を確認し、チェックを付けて提出。
（該当する項目は全てチェック）

試行実施 R６年度～

報告時に、実際に取り組んだ(しました)
内容にチェックを付けて提出。
（該当する項目は全てチェック）

試行実施 R７年度～

国の担当者が、
完了検査等の際に
報告内容の聞き取り・目
視により確認。

確認対象となる受益農業
者等については、抽出により
決定。

… …

※物品・役務（委託事業を含む）の調達や公共事業については、チェックシートの内容を仕様書等に反映して実施。 23
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新技術の提供等を行う事業者環境負荷低減に取り組む生産者

【支援措置】

生産者だけでは解決しがたい技術開発や市場拡大等、機械・資材
メーカー、支援サービス事業体、食品事業者等の取組に関する計画

・ 上記の計画制度に合わせて、必要な機械・施設等への投資促進税制、機械・資材メーカー向けの日本公庫資金を措置

• 必要な設備等への資金繰り支援(農業改良資金等の償還期間の延長(10年→12年)等)
• 行政手続のワンストップ化＊ (農地転用許可手続、補助金等交付財産の目的外使用承認等)

• 有機農業の栽培管理に関する地域の取決めの促進＊

• 必要な設備等への資金繰り支援 (食品等持続的供給促進資金の特例)

• 行政手続のワンストップ化 (農地転用許可手続、補助金等交付財産の目的外使用承認)

• 病虫害抵抗性に優れた品種開発の促進 (新品種の出願料等の減免)

生産者やモデル地区の環境負荷低減を図る取組に関する計画

【支援措置】

・ 生産者、事業者、消費者等の連携 ・ 技術の開発・活用 ・ 円滑な食品流通の確保 等

※環境負荷低減：土づくり、化学農薬・化学肥料の使用削減、温室効果ガスの排出量削減 等

・ 関係者の理解の増進
・ 環境負荷低減に資する調達・生産・流通・消費の促進

制度の趣旨

国が講ずべき施策

・ 国・地方公共団体の責務（施策の策定・実施）

みどりの食料システムに関する基本理念

関係者の役割の明確化

基本方針（国）

基本計画（都道府県・市町村）

みどりの食料システム法※のポイント

・ 技術開発・普及の促進

・ 環境負荷低減の取組の見える化 等

・ 生産者・事業者、消費者の努力

協議 同意

申請 認定

申請 認定

みどりの食料システムの実現 ⇒ 農林漁業・食品産業の持続的発展、食料の安定供給の確保

＊モデル地区に対する支援措置

※ 環境と調和のとれた食料システムの確立のための
環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律
（令和４年７月１日施行）
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○ 有機農業や化学肥料・化学農薬の使用低減に取り組む生産者や、
環境保全型農業に必要な有機肥料などの資材を広域的に供給する事業者の設備投資を後押しします。

・ 都道府県知事の認定を受けた生産者や、国の認定を受けた資材メーカー・食品事業者等が
一定の設備等を新たに取得等した場合に、特別償却（機械等32％、建物等 16％）の適用が受けられます。

・ 本税制は、令和10年３月31日までの間に、認定実施計画に基づき対象設備等を取得し、当該事業の用に供した場合に適用されます。

概 要

① 生産者向け ② 事業者向け

＜対象となる設備等の要件＞
○ 以下について、メーカーが国の確認を受けた設備等であること
・化学肥料・化学農薬の使用を低減させる設備等
・化学肥料・化学農薬の使用を低減させる事業活動の安定に不可欠な設備等

○ 10年以内に販売されたモデルであること
○ 取得価額が100万円以上であること

＜手続イメージ＞ ＜手続イメージ＞

都道府県

生産者 税務署

環境負荷低減事業活動実施計画等

①計画申請 ②計画認定

④税務申告

③設備投資

対象設備の確認スキーム

＜対象となる設備等の要件＞
化学肥料又は化学農薬に代替する資材を製造する
専門の設備等であること

主務大臣

事業者 税務署

基盤確立事業実施計画

①計画申請 ②計画認定

③設備投資

主務大臣

事業者
（機械メーカー）

基盤確立事業
実施計画

①計画
申請

②計画
認定

計画申請に併せて、
製造する機械が税制特例対象に
該当するかについて、
確認申請を行うことができる。

対象となる設備について、
その名称、型式・型番等を公表

③ 農水省HPに公表

バイオコンポスター良質な堆肥を供給する
自動攪拌装置

ペレタイザー

④税務申告

機械等と一体的に整備する
建物等も対象になります!

みどり投資促進税制
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「みどりの食料システム戦略」KPIと目標設定状況
2050年 目標2030年 目標KPI

０万t-CO2(100%削減)1,484万t-CO2（10.6％削減）農林水産業のCO₂ゼロエミッション化
(燃料燃焼によるCO2排出量)①

温
室
効
果
ガ
ス
削
減

２
０
４
０
年

技
術
確
立

既に実用化されている化石燃料使用量削減に資する
電動草刈機、自動操舵システムの普及率:50%

農林業機械・漁船の電化・水素化等技術の確立②
高性能林業機械の電化等に係るTRL

TRL 6:使用環境に応じた条件での技術実証
TRL 7:実運転条件下でのプロトタイプ実証

小型沿岸漁船による試験操業を実施

化石燃料を使用しない施設への完全移行加温面積に占めるハイブリッド型園芸施設等の割合:50％化石燃料を使用しない園芸施設への移行③

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、農林漁
業の健全な発展に資する形で、我が国の再生可能エ
ネルギーの導入拡大に歩調を合わせた、農山漁村にお
ける再生可能エネルギーの導入を目指す。

2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、農林漁業の健全な
発展に資する形で、我が国の再生可能エネルギーの導入拡大に歩
調を合わせた、農山漁村における再生可能エネルギーの導入を目
指す。

我が国の再エネ導入拡大に歩調を合わせた、
農山漁村における再エネの導入④

11,665(リスク換算値)（50％低減）リスク換算で10％低減化学農薬使用量（リスク換算）の低減⑤環
境
保
全

63万トン（30％低減）72万トン(20％低減)化学肥料使用量の低減⑥

100万ha（25％）6.3万ha耕地面積に占める有機農業の割合⑦

273万トン（50％削減）事業系食品ロスを2000年度比で半減⑧
食
品
産
業

6,694千円/人（30％向上）食品製造業の自動化等を進め、労働生産性を向上⑨

飲食料品卸売業の売上高に占める経費の割合:10％飲食料品卸売業の売上高に占める経費の縮減⑩

100％食品企業における持続可能性に配慮した輸入原材料調達
の実現⑪

90％エリートツリー等の活用割合:30％林業用苗木のうちエリートツリー等が占める割合を拡大
高層木造の技術の確立・木材による炭素貯蔵の最大化

⑫
林
野

444万トン漁獲量を2010年と同程度（444万トン）まで回復⑬

水
産

100％13%
二ホンウナギ、クロマグロ等の養殖における人工種苗比率
養魚飼料の全量を配合飼料給餌に転換

⑭
100％64％
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